
　江別市農業用ドローン導入促進事業実施要綱を次のように定める。 
 
　　令和８年　３月３１日 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江別市長　後　藤　好　人　 
 
　　　江別市農業用ドローン導入促進事業実施要綱 
 
（目的） 
第１条　この要綱は、農業者の高齢化等による農家戸数の減少に伴う経営規模拡大、生産

コスト及び環境負荷の低減等の様々な課題に対応するため、江別市農業用ドローン導入促

進事業を実施し、農業用ドローン導入に要する経費の一部を市が予算の範囲内で補助（以

下「支援金」という。）することにより、作業の効率化、労働時間の縮減及び生産性の向上

を図ることを目的とする。  
（定義） 
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 
　(1) 農業者等　市内で農業を営む個人又は法人をいう。 
　(2) 助成対象機械　ＲＴＫ補正機能を有する農業用ドローンをいう。 
（支援金の交付対象者） 
第３条　支援金の交付の対象となる者は、事業実施期間において助成対象機械を導入する

農業者等とし、次のいずれにも該当しない者とする。 
(1) 法人税法（昭和４０年法律第３４号）別表第１に規定する公共法人 
(2) 法人税法別表第２に規定する公益法人、学校法人、医療法人又は社会福祉法人 
(3) 江別市暴力団排除条例（平成２５年条例第３８号）第２条第１号に規定する暴力団又
は同条第２号に規定する暴力団員及びこれらと社会的に非難されるべき関係を有する

者 
(4) その他支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断するもの 

（交付額） 
第４条　支援金は、一の農業者等が購入する助成対象機械（年間１台までに限る。）を対象

として交付するものとし、交付額は助成対象機械の購入代金に２分の１を乗じて得た額と

し、２００，０００円を上限とする。 
（交付申請） 
第５条　支援金の交付を希望する農業者等（以下「申請者」という。）は、江別市農業用ド

ローン導入促進事業支援金交付申請書（第１号様式）を作成の上、市が指定する書類とと

もに市長に申請しなければならない。 
（交付の決定）  
第６条　市長は、前条の規定による申請書等を受理したときは、その内容を審査し、支援

金の交付の可否を決定し、江別市農業用ドローン導入促進事業支援金交付決定（却下）通

知書（第２号様式）により、申請者に通知するものとする。 



２　予算の範囲を超える申請があった場合、市長は、別に定める基準により、当市の農業

の発展により資すると認められる申請者に対して、優先して交付の決定をすることができ

る。 
（完了報告） 
第７条　支援金の交付の決定を受けた農業者等（以下「交付決定者」という。）は、事業完

了後、速やかに江別市農業用ドローン導入促進事業完了報告書（第３号様式）を市長に提

出しなければならない。 
（証拠書類の保管） 
第８条　交付決定者は、本事業で導入した助成対象機械に証票を貼付しなければならない。 
２　交付決定者は、第５条に規定する支援金の交付申請の基礎となった証拠書類及び交付

に関する証拠書類を支援金の交付が完了した年度の翌年度開始の日から起算して５年間保

管しなければならない。　 
（調査及び報告） 
第９条　市長は、支援金の適正な交付を期するため、交付決定者に対し必要に応じて調査

を行い、又は報告を求めることができる。 
（決定の取消し） 
第１０条　市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の交付決

定の全部又は一部を取り消すものとする。 
(1) 虚偽その他の不正な手段により支援金の交付決定を受けたとき。 
(2) 法令又はこの要綱の規定若しくは交付決定に付した条件に違反したとき。 
(3) 前２号に規定するもののほか、市長が不適当と認めたとき。 
２　市長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合は、書面により、交付

決定者に通知するものとする。 
（返還） 
第１１条　市長は、前条の規定による取消しを行った場合において、既に交付した支援金

があるときは、期間を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。 
２　市長は、前項の規定により支援金の全部又は一部の返還を命ずる場合は、書面により、

交付決定者に通知するものとする。 
　（財産の処分の制限） 
第１２条　交付決定者は、当該事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認

を受けないで支援金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に

供してはならない。 
（委任） 
第１３条　この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、経済部長が

定める。 
 
　　　附　則 
　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。第１号様式（第５条関係） 



江別市農業用ドローン導入促進事業支援金交付申請書 

 
　　年　　月　　日 

 
（宛先）江別市長　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者 

住　所　　　　　　　　　　　　　　 
氏　名　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　 
 

事業名：江別市農業用ドローン導入促進事業 

 
上記の事業について、支援金の交付を受けたいので関係書類を添えて申請します。 

 
記 

 
１　助成対象機械詳細 

 
２　利用目的 

 
３　支援金交付申請額　　　　　金　　　　　　　　円 
 
４　添付資料 
　（１）見積書 
　（２）助成対象機械の詳細が確認できる書類（カタログ等） 
　（３）その他市長が必要と認めるもの

 （１） 機械名

 （２） 製造業者名

 （３） 型式名

 （４） 購入予定先

 （５） 本体価格（税抜）

 
  



第２号様式（第６条関係） 
 

江別市農業用ドローン導入促進事業支援金交付決定（却下）通知書 

 
第　　　　　号 

　　　　年　　月　　日 
 
 
　申請者　　　　　　　　　様 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江別市長　 
 
 

事業名：江別市農業用ドローン導入促進事業 

 
　　上記の事業について、江別市農業用ドローン導入促進事業実施要綱第６条の規定によ

り、申請のありました支援金について、下記のとおり交付決定（却下）しましたので通

知します。 
 

記 
 
１　決　定　　（金　額   金　　　　　　　　　　円） 
 
　　※交付の決定を受けた方は、事業完了後に完了報告書及び請求書を提出願います。 
 
 
 
２　却　下　  
 



第３号様式（第７条関係） 
 

江別市農業用ドローン導入促進事業完了報告書 

 
　　年　　月　　日 

 
（宛先）江別市長　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者 

住　所　　　　　　　　　　　　　　 
氏　名　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　 
 

事業名：江別市農業用ドローン導入促進事業 

 
上記の事業について、下記のとおり事業が完了しましたので、関係書類を添えて申請し

ます。 
 

記 
 
１　助成対象機械詳細 

 
２　事業実施内容 

 
３　添付資料 
　（１）契約書 
　（２）納品書 
　（３）領収書 
　（４）その他市長が必要と認めるもの 

 （１） 機械名

 （２） 製造業者名

 （３） 型式名

 （４） 購入先

 （５） 本体価格（税抜）

 （１） 契約住所

 （２） 契約年月日

 （３） 完了年月日

 （４） 納入検査年月日


